[bookmark: _GoBack]早島町議会タブレット端末等調達及びペーパーレス会議システム導入・運用業務に係る
公募型プロポーザル実施要領
１ 目的
本要領は、早島町議会にタブレット端末等調達及びペーパーレス会議システムを導入するにあたり、最も適した者を優先交渉権者として選定するため、必要な事項を定めるものである。

２ 業務の概要
（１）業務名
早島町議会タブレット端末等調達及びペーパーレス会議システム導入・運用業務
（２）業務内容
別紙「早島町議会タブレット端末等調達及びペーパーレス会議システム導入・運用業務仕様書（以
下「仕様書」という。）」のとおり
（３）履行期間
契約期間 　　契約締結日から令和８年３月３１日まで
賃貸借期間 　令和８年３月１日から令和１３年２月２８日まで
※ただし、やむを得ない事情があるときは、本町との協議により、賃貸借開始時期の変更を認め
る。
（４）提案上限額
総額：７，０３１，０００円（上限、消費税相当額を含む。）
この金額は、タブレット端末等調達経費、導入経費及び５年間の運用経費の総額であり、契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の規模を示すためのものである。
支払いについては、タブレット端末等調達経費、導入経費は賃貸借期間の開始月である令和８年３
月以降の一括払い、５年間の運用経費は長期継続契約に基づく令和８年３月から６０か月の均等払
いを想定している（いずれも予算の範囲内に限る）。

３ 担当部署
早島町議会事務局
住 所　　 〒７０１―０３０３ 岡山県都窪郡早島町前潟３６０－１
電話番号  ０８６－４８２－２６０８
Ｆ Ａ Ｘ  ０８６－４８２―４０５８
電子メール gikai@town.hayashima.lg.jp

４ 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
複数の者が共同で参加する場合は、共同で参加する者の内から代表する参加者１者を選定し、その
代表者が窓口となり、手続きを進めるものとする。また、共同参加者も、次に掲げる要件をすべて
満たしている者とする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者でない
こと。
（２）本町の競争入札への指名停止措置を受けていないこと。
（３）営業停止処分を受けていないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成
１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
（５）地方自治体において、同種業務を実施した実績を有していること。
（６）国税及び地方税を滞納していないこと。
（７）次のいずれにも該当しない者であること。
①役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６
号に規定する暴力団員であると認められる者
②暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をい
う。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
③役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者
④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい
は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
⑤役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

５　企画提案公募に係るスケジュール
（１）企画提案公募の開始 　　　　　令和７年１０月２７日　
（２）質問受付期限 　　　　　　　　令和７年１１月　４日　
（３）参加表明書等提出期限 　　　　令和７年１１月１１日　
（４）企画提案書等提出期限 　　　　令和７年１１月２０日　
（５）ヒアリング等審査 　　　　　　令和７年１１月２７日　
（６）審査結果の通知 　　　　　　　令和７年１１月２８日　
（７）契約締結 　　　　　　　　　　令和７年１１月下旬から１２月上旬予定

６ 実施要領及び様式等の配布方法
　　早島町ホームページからダウンロードすること。窓口及び郵送による配布は行わない。

７ 質問及び回答
本実施要領その他関係資料の内容について質問がある場合は、次のとおり質問書を提出するものと
する。
（１）質問書受付期間
令和７年１０月２７日（月）から令和７年１１月４日（火）午後５時まで
（２）質問方法
質問は、質問書（様式第２号）により行うものとし、「３ 担当部署」に電子メールで通知するこ
と。
※メール送信の際は、件名に「早島町議会タブレット端末等調達及びペーパーレス会議システム導
入・運用業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書【事業者名】」と記した上で送信するこ
と。
（３）質問に対する回答
質問をした者の名称等を伏せた上、一括して質疑応答集にまとめ、随時早島町のホームページに掲
載する。
（４）その他
①質問に関する回答事項は、本実施要領及び仕様書等の追加又は修正事項とみなす。
②受付期限を過ぎた質問には回答しない。

８ 参加表明
本プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出するものとする。
（１）提出期間
公告の日から令和７年１１月１１日（火）午後５時まで（必着）
※持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前９時から午後５時までに提出すること。
※郵送、E-mailの場合は、確実に届く方法により提出することとし、書類到達確認のため、「３ 担
　当部署」の電話番号まで連絡すること。
（２）提出場所
「３ 担当部署」に同じ
（３）提出方法
持参、郵送及びE-mail（いずれの場合も、提出期限内必着とする。）
（４）提出書類及び部数
次の書類を作成し、各１部を提出すること。
ア 参加表明書（様式第１号）
イ 共同参加事業者構成表明書（様式第１－２号） ※共同参加の場合
※本町が必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。
ウ 事業者概要（様式第３号）
エ 同種業務実績調書（様式第４号）
・過去５年間に同種又は類似業務の実績があれば記載すること。
・記載する業務数は、最大５件とする。
オ 業務実施体制（様式第５号）
カ 履歴事項全部証明書（３か月以内に発行されたもの。写しでも可）
キ 町税の完納証明書（原本。本町に納付すべき町税の滞納がないことを証明したもの。た
だし、本町における納税義務のない者は不要とする。）
ク 法人税、所得税、消費税及び地方消費税について、未納の額がないことの証明書（税務
署長が発行する未納の税額のないことの証明書※提出日において、発行の日から１カ月
以内のもの）
※ただし、早島町に対し「令和７年度・令和８年度入札参加資格審査申請」を行っている者は
カ、キ及びクの書類の提出は不要とする。

９ プロポーザル参加資格の確認
　　「８ 参加表明」で提出された参加表明書等により参加資格の確認を行う。
参加資格がない場合は、町から提出者にその旨を連絡する。

１０　企画提案書等の作成及び提出
（１）提出期間
公告の日から令和７年１１月２０日（木）午後５時まで（必着）
※持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前９時から午後５時までに提出すること。
　ただし、昼休憩時間（午後０時から午後１時の間を除く）
※郵送、E-mailの場合は、確実に届く方法により提出することとし、書類到達確認のため、「３ 担
　当部署」の電話番号まで連絡すること。
（２）提出場所
「３ 担当部署」に同じ
（３）提出方法
持参、郵送及びE-mail（いずれの場合も、提出期限内必着とする。）
（４）提出資料
ア 企画提案提出書（様式第６号）
イ 企画提案書（様式自由）
別紙「仕様書」を踏まえ、下記の事項等について別表の「早島町議会タブレット端末等調達及びペ
ーパーレス会議システム導入・運用業務に係る公募型プロポーザル評価基準（以下「評価基準」と
いう。）」の項目に沿って作成すること。
① 実施スケジュール（実施フロー及び工程表等）
② タブレット端末等
端末機能概要、仕様書及び機能要件確認書に記載した内容の対応、セキュリティ対策等
③ ペーパーレス会議システム
システム機能概要、システムの特徴（操作性、機能性、安定性、拡張性、発展性）、仕様書及び
機能要件確認書に記載した内容の対応、セキュリティ対策等
④ 研修会
⑤ 保守・サポート体制
⑥ その他の提案事項
　ウ ペーパーレス会議システム機能要件確認書（様式第７号）
エ 見積書（様式第８号）
費用は初期費用と月額費用等に区分し、仕様書に記載されたすべての見積金額及び内訳金額（見
積金額の詳細が分かる明細書。税込。）を添付すること。
（５）提出部数
（４）に掲げる資料を正本１部、副本５部提出すること。
ただし、ア及びエについては１部の提出とする。
（６）企画提案書等の作成及び記載上の留意事項
ア 横書き、左綴じ、各頁に通し番号を記入し、文字サイズは１２ポイント以上とすること。
イ 白黒、カラーの別は任意とし、両面印刷も可とする。

１１　選定方法
「早島町議会タブレット端末等調達及びペーパーレス会議システム導入・運用業務に係る公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」において、企画提案者から提出された企画提案書について、プレゼンテーション及びヒアリング（以下「ヒアリング等」という。）を実施し、優先交渉権者を選定する。ヒアリング等の参加事業者が１者の場合においても、ヒアリング等を実施する。
（１）審査方法
審査委員を選定し、各審査委員が企画提案書及びヒアリング等の内容等について審査を行う。
審査方法は、審査項目ごとの評価点数の合計得点にて競う方法により実施する。　
（２）評価基準
別表の「評価基準」のとおりとする。
（３）ヒアリング等審査
提出された企画提案書に関し、次のとおりヒアリング等を実施する。なお、説明は提出された企画提案書に沿って行うものとし、資料の追加は認めない。
ア 実施日
令和７年１１月２７日（木）予定
イ 実施方法
１者につき４５分程度（説明３０分、質疑応答１５分）とする（予定）。
※必要な機器（ＰＣなど）は参加者において準備することとし、プロジェクター等は町で準備す
る。
※実施場所及び開始時間、その他詳細については、後日、企画提案書提出者に通知する。
ウ その他
説明の際には、審査会の評価委員が、提案者の提案するペーパーレス会議システムを、タブレット
端末上で実際に確認できる環境で説明すること。
（４）優先交渉権者候補者の決定
ア 「評価基準」により企画提案書及びヒアリング等の内容について総合的に審査し、最も高得点を獲得した者（以下「最優秀提案者」という。）を優先交渉権者とする。
イ 総合得点が同数の者が複数いた場合は、見積金額の低い者を優先交渉権者とする。
ウ 総合得点が同数であり、かつ、見積金額が同額の者が複数いた場合は、審査委員会の合議により受　
託候補者を決定する。
（５）審査結果の通知
　　審査の結果は、令和７年１１月２８日（金）（予定）までに、ヒアリング等出席者全員に電子メー
ル及び書面により通知する。

（６）審査過程の非公開
審査委員会は非公開とし、審査結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。
（７）審査結果の公表
審査結果については、透明性の確保を図る観点から、最優秀提案者の事業者名及び評価点数等を早島
町ホームページに公表する。

１２　契約
（１）町と優先交渉権者は、契約内容等について協議の上、予算額の範囲内で契約を締結する。
（２）契約内容等に関する協議が成立しないとき、又は契約の締結までに優先交渉権者が参加資格を
　　　失ったときは、町は審査結果の次点の者と順次協議を行うことができる。

１３　留意事項
（１）業務内容等についての詳細は実施要領によるものとし、説明会は行わないものとする。
（２）本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
（３）提出期限までに参加表明書等を提出しなかった者は、企画提案書等を提出できないものとする。
（４）提出期限までに企画提案書等を提出しなかった者及びヒアリング等に遅刻・欠席した場合は辞退
したものとみなす。ただし、やむを得ないと認められる理由がある場合を除く。
（５）参加表明書等及び企画提案書等の作成、提出並びにヒアリング等に関する費用は、提出者の負担
とする。
（６）参加表明書等及び企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、参加表明書等及び企画提案書等を無
効とする。その他、審査委員会において不適当と認めた場合は、失格とみなす。
（７）提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。なお、提出された参加表明書等及び企
画提案書等は、企画提案書等の提出者の選定又は企画提案書等の特定以外に提出者に無断で使用
しない。
（８）提出された参加表明書等及び企画提案書等については、町は公表しないこととし、提案者は町の
了解なく第三者に公表してはならない。ただし、提出された書類は、早島町情報公開条例（平成
１３年条例第４号）の対象となる。
（９）参加表明書等及び企画提案書等の提出後においては、原則として参加表明書等及び企画提案書等
に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書等及び企画提案書等に記載した予定担当
者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を
行う場合には、町の了解を得なければならない。
（10）受託業務の成果品等の著作権は早島町に帰属する。
（11）参加者又はその関係者は、審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた
場合には、失格とすることがある。
（12）参加者は、参加表明書等の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとする。
（13）プロポーザル参加表明書提出後に辞退する場合は、速やかにプロポーザル辞退届（様式第９号）
を担当部署に提出すること。
（14）業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。
